
見附市告示第４５号 

 見附市乳幼児健康診査実施に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

  令和６年３月２６日          

                    見附市長  稲 田  亮 

   見附市乳幼児健康診査実施に関する要綱の一部を改正する要綱 

 見附市乳幼児健康診査実施に関する要綱（平成１７年見附市告示第２１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 乳児一般健康診査の回数は、乳児１人３回以内とする。 

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（健康診査費用の払戻し） 

第５条 前条の規定にかかわらず、第３条第１項ただし書に規定する委託契約を

締結していない医療機関等で健康診査を受診した乳幼児の保護者は、最後の受

診から３か月以内に別記様式による乳児一般健康診査費払戻し申請書に必要書

類を添付して請求できるものとする。この場合において、請求できる限度額

は、同項に規定する新潟県知事を代理人として医療機関と契約する委託単価の

額とする。 

２ 市長は、保護者から乳児一般健康診査費払戻し申請書が提出されたときは、

その内容を審査の上遅滞なく支払うものとする。 

 別表４か月児健康診査の項を削り、同表乳児一般健康診査の項中「生後７か月

から１１か月までの」を「生後２７日以降から１歳未満の」に改め、同表乳児精

密健康診査の項中「４か月児」を「乳児一般」に改め、同表３歳児健康診査の項

対象者の欄中「３歳」を「３歳５か月」に改め、同表の次に次の様式を加える。 

別記様式（第５条関係） 

 

 



 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


